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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

戰
後
政
治
の
反
省
と
東
京
裁
判
な
ど
所
謂
戰
後
問
題
に
關
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 
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滝 

沢 

幸 

助 

 

一 

 



 

此
の
閒
、
我
國
は
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
ミ
ズ
リ
ー
號
艦
上
の
降
伏
文
書
調
印
、
同
二
十
一
年
十
一
月
の
憲
法

改
正
、
同
年
五
月
よ
り
三
箇
年
に
亙
る
極
東
國
際
軍
事
裁
判
、
同
二
十
一
年
の
農
地
改
革
、
同
年
の
國
語
改
革
、

又
、
昭
和
二
十
六
年
の
講
和
條
約
調
印
、
或
い
は
、
同
年
の
日
米
安
保
條
約
締
結
、
及
び
同
三
十
五
年
の
之
が
改

定
な
ど
、
こ
ゝ
に
回
想
列
擧
す
る
に
も
思
ひ
靜
か
な
ら
ぬ
難
局
を
よ
く
隱
忍
自
戒
し
て
誤
ら
ず
、
今
日
世
界
に
冠

た
る
經
濟
力
と
、
國
際
社
會
に
名
譽
あ
る
地
位
と
を
得
る
に
至
つ
た
。 

昭
和
二
十
年
八
月
、
我
國
が
米
英
な
ど
聯
合
國
に
降
伏
し
て
早
く
も
四
十
餘
年
を
閲
し
た
が
、
こ
ゝ
に
漸
く
戰

後
政
治
を
反
省
總
括
し
、
誤
れ
る
は
之
を
正
し
、
失
へ
る
は
之
を
恢
復
し
て
、
よ
り
よ
き
將
來
を
期
す
る
の
氣
運

が
澎
湃
と
し
て
興
り
つ
ゝ
あ
る
は
蓋
し
當
然
の
事
な
が
ら
、

家
の
た
め
同
慶
に
堪
へ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。 

 
思
ふ
に
こ
の
成
果
は
、
國
の
時
に
處
し
て
賢
明
な
施
策
と
大
多
數
國
民
の
協
力
、
加
へ
て
時
の
幸
運
に
支
へ
ら 

戰
後
政
治
の
反
省
と
東
京
裁
判
な
ど
所
謂
戰
後
問
題
に
關
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

れ
て
の
事
で
あ
つ
た
が
、
反
面
、
今
漸
く
國
民
の
閒
に
生
じ
て
覆
ふ
べ
く
も
な
い
精
神
的
懈
怠
と
不
信
、
道
義
の

荒
癈
と
國
家
觀
の
混
亂
、
愛
國
心
の
喪
失
は
誠
に
由
々
し
き
大
事
で
あ
る
。 

之
は
是
れ
戰
後
四
十
餘
年
の
祖
國
再
建
の
基
本
方
針
に
對
す
る
國
民
輿
論
の
分
斷
と
、
政
府
の
之
が
指
導
力
の

缺
如
、
法
制
度
の
不
備
等
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
に
し
て
之
を
正
し
、
今
日
に
お
い
て
之
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
こ
そ
、
正
に
國
家
的
民
族
的
急
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。 

第
一 

極
東
國
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
に
つ
い
て 

戰
後
、
聯
合
國
は
昭
和
二
十
一
年
五
月
三
日
よ
り
同
二
十
三
年
十
一
月
十
二
日
ま
で
東
京
に
設
け
た
極
東
國

際
軍
事
裁
判
の
法
廷
に
お
い
て
元
内
閣
總
理
大
臣
東
條
英
機
ら
二
十
八
人
を
Ａ
級
戰
爭
犯
罪
人
と
し
て
裁
き
、

絞
首
刑
七
人
、
終
身
禁
錮
刑
十
六
人
、
有
期
禁
錮
刑
二
人
（
他
に
未
決
中
獄
死
二
人
、
精
神
異
常
に
依
る
審
理

除
外
一
人
）
の
刑
を
宣
告
し
た
。 

仍
つ
て
之
等
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

１ 

東
京
裁
判
の
法
的
根
據
に
つ
い
て 

然
し
乍
ら
、
其
の
後
三
十
五
年
を
經
た
今
日
も
、
な
ほ
幾
多
の
所
謂
戰
後
問
題
が
殘
さ
れ
、
然
も
そ
れ
ら
問

題
の
根
柢
に
は
東
京
裁
判
に
よ
る
日
本
有
罪
論
が
根
強
く
生
き
て
お
り
、
或
い
は
歷
史
觀
・
世
界
觀
・
國
家
觀

に
於
て
未
だ
に
占
領
時
の
殘
滓
を
棄
て
き
れ
ず
、
國
も
國
民
も
悉
く
此
處
に
低
迷
し
、
國
論
こ
れ
を
め
ぐ
つ
て

二
分
し
て
ゐ
る
こ
と
は
誠
に
不
幸
な
こ
と
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
就
い
て
は
左
記
の
諸
件
に
つ
い
て
、

政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

更
に
Ｂ
・
Ｃ
級
戰
犯
と
し
て
五
千
餘
人
を
内
外
各
地
の
軍
事
裁
判
に
か
け
、
千
百
人
を
超
す
刑
死
・
獄
死
・

拘
留
死
を
出
し
た
。 

我
國
は
當
時
そ
の
主
權
が
聯
合
國
最
高
司
令
官
の
制
限
下
に
あ
つ
た
が
、
昭
和
二
十
六
年
九
月
八
日
、
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
お
け
る
講
和
條
約
締
結
（
翌
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
發
效
）
に
よ
り
國
際
法
的
に
も
戰
爭
は

終
結
し
、
主
権
の
制
限
は
解
か
れ
、
獨
立
は
完
全
に
恢
復
し
た
。 

五 

 



 

「
法
な
き
と
こ
ろ
罪
な
く
法
な
き
と
こ
ろ
罸
な
し
」
と
す
る
罪
刑
法
定
主
義
と
「
法
は
遡
ら
ず
」
と
の
法
の

不
遡
及
、
事
後
立
法
の
禁
止
は
世
界
文
明
國
共
通
の
法
理
で
あ
る
。 

東
京
裁
判
は
我
國
が
降
伏
し
て
の
ち
、
占
領
軍
が
臨
時
に
制
定
し
た
「
極
東
國
際
軍
事
裁
判
所
條
例
」
に
よ

つ
て
當
時
は
勿
論
、
現
在
に
於
て
す
ら
國
際
法
上
存
在
し
な
い
「
平
和
に
對
す
る
罪
」「
人
道
に
對
す
る
罪
」
等

の
罪
名
を
冠
し
て
、
勝
者
が
敗
者
を
裁
い
た
も
の
で
、
正
に
裁
判
と
い
ふ
名
の
報
復
で
あ
り
、

戰

爭

行

爲

の

繼
續
で
あ
つ
た
。 

も
し
そ
れ
、
此
の
裁
判
に
些
た
り
と
も
「
正
義
」
と
「
文
明
」
の
良
心
が
あ
つ
た
な
ら
ば
、
米
英
な
ど
聯
合

國
の
大
統
領
・
首
相
等
を
も
同
じ
く
被
告
の
座
に
連
ね
、
原
爆
投
下
等
の
責
任
も
斷
罪
さ

れ

る

べ

き

で

あ
つ

た
。
而
も
、
こ
の
裁
判
を
主
催
し
得
る
資
格
は
ス

イ

ス

な
ど
純
正
中
立
國
の
み
に
あ
り
、
戰

爭

當

事

國
の
一

故
に
こ
そ
檢
事
及
び
判
事
は
総
て
聯
合
國
か
ら
の
み
選

ば

れ

、

我
國
か
ら
は
辯

護

人

を
許
し
た
の
み
で
あ

つ
た
し
、
控
訴
・
上
告
の
道
も
絶
た
れ
て
ゐ
た
。 

六 

 



 

即
ち
、
東
京
裁
到
は
法
的
に
は
其
の
存
立
の
根
據
な
し
と
す
る
意

見

が

各

界

に
強
く
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
事
實
を
踏
ま
へ
て
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
十
九
日
衆
議
院
内
閣
委
員
會
に

お

け

る

後

田
官

房
長
官
の
答
辯
に
言
ふ
「
政
府
の
統
一
見
解
」
の
眞
意
と
、
東
京
裁
判
の
法
的
根
據
に
關
す
る
政
府
の
最
終
的

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

東
京
裁
判
は
、
其
の
管

轄

權

を

爭
つ
た
辯
護
團
の
動
議
を
卻
下
し
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
の
意
嚮
に
同
意

す
る
と
し
た
が
、
そ
れ
は
一
九
二
八
年
パ
リ
不
戰
條
約
を
根
據
と
し
て
ゐ
る
。
然
し
同
條
約
に
お

い

て

も

、

戰
爭
そ
れ
自
體
は
禁
止
し
得
ず
、
侵
略
戰
爭
を
の
み
非
と
し
、
且
つ
侵
略
か
自
衞
か
の
判
斷
は
終

局

的

に

は

當
事
國
の
自
己
決
定
に
待
つ
外
な
し
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
解
釋
は
國
際
法
學
界
の
通
説
で
あ
る
。 

方
、
即
ち
勝
者
の
み
に
あ
る
べ
き
は
ず
は
な
い
。 

２ 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
條
約
第
十
一
條
に
つ
い
て 

昭
和
二
十
六
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
於
け
る
對
日
平
和
條
約
（
講
和
條
約
）
の
第
十
一
條
は
、「
日
本
國 

七 

 



 

而
し
て
本
條
の
目
的
は
、
軍
事
裁
判
所
が
言
渡
し
た
刑
の
引
續
い
て
の
執
行
を
日
本
政
府
に
義
務
づ
け
る

と
ゝ
も
に
、
赦
免
・
減
刑
・
假
出
獄
の
手
續
を
定
め
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
即
ち
本
條
は
、
講
和
條
約
發
效
と

同
時
に
我
國
が
任
意
に
戰
犯
等
を
釋
放
す
る
（
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
條
項
）
こ
と
を
禁
ず
る
た
め
に
插
入
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
我
國
は
聯
合
國
に
代
り
「
刑
を
執
行
す
る
」
責
任
を
「
受
諾
」
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ 

は
、
極
東
國
際
軍
事
裁
判
所
竝
び
に
日
本
國
内
及
び
國
外
の
他
の
聯
合
國
戰
爭
犯
罪
法
廷
の
裁

判

を
受

諾

し

、
且
つ
、
日
本
國
で
拘
禁
さ
れ
て
ゐ
る
日
本
國
民
に
こ
れ
ら
の
法
廷
が
課
し
た
刑
を
執
行
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
れ
ら
の
拘
禁
さ
れ
て
ゐ
る
者
を
赦
免
し
、
減
刑
し
、
及
び
假
出
獄
さ
せ
る
權
限
は
、
各
事
件
に
つ
い

て
刑
を
課
し
た
一
又
は
二
以
上
の
政
府
の
決
定
及
び
日
本
國
の
勸
告
に
基
く
場
合
の
外
、
行
使
す
る
こ
と
が

出
來
な
い
。
極
東
國
際
軍
事
裁
判
所
が
刑
を
宣
告
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
權
限
は
、
裁
判
所
に
代
表
者

を
出
し
た
政
府
の
過
半
數
の
決
定
及
び
日
本
國
の
勸
告
に
基
く
場
合
の
外
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」 

と
し
て
ゐ
る
。 

八 

 



 

で
あ
り
、
日
本
文
で
「
裁
判
を
受
諾
す
る
」
の
箇
所
は
、
英
文
で
は
、accepts the judgm

ents 

で
、
英

語
の judgm

ent 

は
法
律
用
語
と
し
て
は
使
は
れ
る
場
合
、
日
本
語
の
「
判
決
」
の
意
味
に
用
ゐ
る
べ
き
こ
と

は
權
威
あ
る
法
律
辭
典 B

lack's L
ow

 D
ictionary 

の
説
明
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。 judgm

ent 

は
、The 

official and authentic decision of a cou
rt of ju

stice u
pon

 th
e respective righ

ts an
d  

る
。
こ
こ
で
「
裁
判
を
受
諾
す
る
」
と
さ
れ
て
ゐ
る
部
分
は
、
英
文
で
は
、 

m
ination.

（
司
法
裁
判
所
が
同
法
廷
に
提
出
さ
れ
て
そ
の
判
定
を
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
訴
へ
な
い
し
權

利

な
ら

び
に
請
求
に
關
し
て
下
す
、
公
式
か
つ
有
權
的
な
決
定
）
と
さ
れ
、
英
語
の
本
文
は
「
判
決
を
受
諾
す
る
」
意 

E
ast and of other A

llied W
ar C

rim
es C

ourts both w
ithin and outside Japan, and w

ill 

carry out the sentences im
posed thereby upon Japanese nationals im

prisoned in Japan. 

claim
s of the parties to an action or su

it therein litigated an
d su

bm
itted to its deter- 

Japan
 accepts th

e judgm
ents of the In

tern
ation

al M
ilitary T

ribu
n

al for th
e F

ar  

九 

 



 

日
本
が
諸
軍
事
法
廷
に
よ
り
「
言
渡
さ
れ
た
判
決
を
受
諾
す
る
」（accepte les jugem

ents prononces 

par

…
）
と
書
か
れ
て
ゐ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は prononcer un jugem

ent 

と

使

つ

た

場
合
「
判
決
を

下
す
（
言
渡
す
宣
言
す
る
）
の
意
味
で
あ
つ
て
、jugem

ent 

は
裁
判
を
意
味
し
な
い
。 

味
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。 

incarcérés au
 Japon

 les con
dam

n
ation

s pron
on

cées par lesdits tribu
n

au
x. 

de guerre, au
 Japon et hors du Japon, et il appliqu

era au
x ressortissan

ts japon
ais  

pour l'E
xtrem

e-O
rient et par les autres tribunaux alliés pou

r la répression des crim
es  

次
に
フ
ラ
ン
ス
語
正
文
で
は
、 

ス
ペ
イ
ン
語
正
文
で
は
、 

E
l Jap ón acepta las sentencias del Tribunal M

ilitar Internacional del E
xtrem

o O
ri- 

L
e Japon accepte les jugem

ents pron
on

écs par le T
ribu

n
al M

ilitaire International  

一
〇 

 



 

ロ 

右
各
國
語
の
譯
に
見
る
如
く
、
第
十
一
條
の
「
裁
判
」
を
「
判
決
」
と
譯
さ
れ
て
ゐ
た
と
し
た
ら
、
前
章

イ 

第
十
一
條
日
本
語
文
は
誤
譯
で
は
な
い
か
。 

即
ち
日
本
は
諸
軍
事
法
廷
の
「
判
決
」（las sentencias

）
を
受
諾
し
、
そ
れ
ら
の
法
廷
に
よ
り
言
渡
さ
れ

た
刑
（las sentencias pronunciadas por ellos

）
を
執
行
す
べ
き
も
の
と
書
か
れ
、
ス
ペ
イ
ン
語
の 

sentencia 

は
、
判
決
ま
た
は
宣
告
さ
れ
た
刑
を
意
味
し
裁
判
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
な
い
。 

因
に
勝
本
正
晃
を
編
輯
代
表
と
す
る
三
省
堂
版
「
模
範
六
法
」
に
於
て
も
、
こ
の
條
約
の
第
十
一
條
に
は
、

編
者
の
手
に
よ
る
〔
戰
爭
裁
判
判
決
の
受
諾
と
刑
の
執
行
〕
と
の
見
出
し
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

、  
、  

eses encarcelados en el Jap ón. 

del Japón, y ejecutará les sentencias pronunciadas por ellos con
tra nacionales japon

- 

ente y de otros Tribunales A
liados de C

rim
en

es de G
u

erra, tan
to den

tro com
o fu

era  
つ
い
て
は
左
記
二
點
に
對
し
政
府
の
責
任
あ
る
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

一
一 

 



 

第
二 

靖
國
神
社
に
つ
い
て 

申
す
ま
で
も
な
く
憲
法
は
、
國
及
び
公
共
の
特
定
宗
敎
へ
の
援
助
支
配
等
を
禁
じ
て
お
り
、
我
國
の
傳
統
習

慣
・
社
會
通
念
及
び
そ
の
宗
敎
觀
と
法
の
形
式
主
義
と
の
段
差
が
幾
多
の
論
爭
を
産
み
、
津
市

地

鎭

祭

訴

訟

（
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
三
日
、
最
髙
裁
）
や
岩
手
靖
國
公
式
參
拜
、
玉
串
料
訴
訟
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
五 

靖
國
神
社
は
我
國
が
近
代
國
家
と
し
て
國
際
社
會
に
參
加
し
た
明
治
維
新
以
來
、
國
家
に
生
命
を
捧
げ
ら
れ

た
方
々
を
祀
る
神
社
と
し
て
百
年
の
歷
史
を
も
ち
、
宗
敎
法
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
ゐ
る
。 

然
し
、
他
の
宗
敎
と
異
り
、
敎
理
敎
典
を
有
せ
ず
、
布
敎
せ
ず
、
信
徒
を
有
せ
ず
組
織
せ
ず
、
且
つ
敎
祖
も

存
せ
ぬ
、
極
め
て
異
例
の
祭
社
で
あ
る
。
而
も
、
戰
前
戰
中
は
勿
論
、
戰
後
も
歷
代
首
相
は
之
に
參
拜
し
て
崇

敬
の
念
を
捧
呈
し
て
來
た
。 

の
べ
た
後

田
官
房
長
官
の
答
辯
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
政
府
見
解
は
變
つ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

そ
の
場
合
ど
の
や
う
に
變
る
か
明
確
に
さ
れ
た
い
。 
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こ
こ
で
終
戰
後
、
平
和
條
約
發
效
以
來
の
所
謂
戰
犯
に
對
す
る
處
遇
と
、
靖
國
神
社
合
祀
に
至
る
經
緯
を
見

る
に
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
三
十
日
、
法
律
百
二
十
七
號
「
戰
傷
病
者
戰
没
者
遺
族
等
援
護
法
」
が
成
立
、
軍
人

恩
給
法
の
適
用
が
停
止
さ
れ
て
ゐ
た
戰
傷
病
者
・
戰
歿
者
（
軍
人
・
軍
屬
）
の
遺
族
に
對
す
る
援
護
が
開
始
さ
れ

た
。
更
に
同
二
十
八
年
七
月
二
十
三
日
衆
議
院
に
於
て
、
「
戰
傷
病
者
戰
没
者
遺
族
等

援

護
法
の

一

部
を
改
正 

政
府
は
昭
和
六
十
年
、「
閣
僚
の
靖
國
神
杜
參
拜
問
題
に
關
す
る
懇
談
會
」
の
意
見
を
徴
し
て
同
年
八
月
十
五

日
、
中
曾
根
首
相
が
從
來
の
作
法
を
無
視
し
て
の
一
拜
方
式
に
よ
る
公
式
參
拜
を
し
た
。
こ
れ
は
小
手
先
の
細

工
に
過
ぎ
た
憾
み
は
あ
る
が
、
一
つ
の
見
識
と
言
ふ
べ
き
で
あ
つ
た
。
然
る
に
越
え
て
同
六
十
一
年
の
終
戰
紀

念
日
に
は
、「
Ａ
級
戰
犯
が
合
祀
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
あ
り
、
近
隣
諸
國
の
國
民
感
情
を
配
慮
す
る
（
八
月
十
四

日
、
後

田
官
房
長
官
談
話
）
」
と
し
て
參
拜
を
行
は
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
昭
和
六
十
年
八
月
の
公
式
參
拜
後
の

中
國
よ
り
の
非
難
に
對
す
る
配
慮
で
あ
つ
た
ら
う
。 

日
、
盛
岡
地
裁
）
の
如
き
裁
判
事
件
も
生
ず
る
な
ど
、
問
題
は
深
刻
な
る
も
の
が
あ
る
。 
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右
の
事
由
か
ら
戰
犯
死
歿
者
を
戰
歿
者
同
様
に
靖
國
神
社
に
合
祀
す
べ
し
と
さ
れ
、
厚
生
省
の
資
料
に
よ
つ

て
、
從
前
戰
歿
者
の
合
祀
に
際
し
て
爲
さ
れ
た
の
と
全
く
同
じ
手
續
を
取
り
、
Ｂ
・
Ｃ
級
戰
犯
は
昭
和
二
十
四

年
四
月
六
日
、
同
年
十
月
十
七
日
、
同
四
十
一
年
十
月
十
八
日
の
三
回
に
分
け
て
合
祀
さ
れ
、
更
に
同
五
十
三 

す
る
法
律
案
」
が
自
由
・
改
進
・
右
派
杜
會
・
左
派
杜
會
四
會
派
共
同
提
案
の
修
正
に
よ
り
全
會
一
致
で
議
決

さ
れ
、
八
月
六
日
參
議
院
で
も
同
様
可
決
さ
れ
た
（
同
八
月
七
日
法
律
百
八
十
一
號
施
行
）
。
之
に
よ
り
戰
犯
者

の
遺
族
も
援
護
の
對
象
と
さ
れ
、
恩
給
法
も
同
様
改
正
さ
れ
て
一
般
戰
歿
者
遺
族
と
戰
犯
者
遺
族
は
同
じ
扱
ひ

と
な
つ
た
。 

因
に
、
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
四
十
八
號
）
第
九
條
に
よ
れ
ば
、「
死
刑
又
ハ
無
期
、
若
ハ
三
年
ヲ
超
ユ

ル
懲
役
、
若
ハ
禁
錮
ノ
刑
」
に
處
せ
ら
れ
た
者
は
、
年
金
た
る
恩
給
の
支
給
が
得
ら
れ
な
い
と
さ

れ

て

ゐ

る

が

、
前
記
援
護
法
等
の
改
正
を
當
時
の
國
會
が
全
會
一
致
で
可
決
し
た
事
實
は
、
戰
犯
者
を
國
内
法
的
見
地
に

於
て
は
無
罪
と
認
め
る
大
多
數
國
民
の
意
志
の
表
明
と
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。 
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年
十
月
十
七
日
に
は
Ａ
級
刑
死
者
七
人
、
獄
死
者
五
人
、
未
決
中
死
歿
者
二
人
、
計
十
四
人
の
合
祀
を
了
し
た

の
で
あ
つ
た
。 

２ 

右
の
事
實
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
敎
に
對
す
る
公
の
介
入
と
は
な
ら
な
い
か
。
又
そ
の
事
實
が
あ
れ

ば
具
體
的
に
報
告
さ
れ
た
い
。 

１ 

此
の
問
題
の
解
決
の
た
め
、
首
相
は
人
を
介
し
て
遺
族
會
等
に
働
き
か
け
、
Ａ
級
戰
犯
神
靈
を
靖
國
神
杜

か
ら
分
祀
す
る
こ
と
を
策
し
て
ゐ
る
と
新
聞
等
が
報
じ
、
或
い
は
巷
閒
語
り
傳
へ
ら
れ
た
が
、
か
ゝ
る
事
實

の
有
無
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

３ 

中
國
等
が
萬
一
に
も
諒
解
す
れ
ば
祭
神
の
如
何
に
か
ゝ
は
ら
ず
公
式
參
拜
を
再
開
す
る
か
。 

其
後
、
大
平
、
鈴
木
兩
首
相
の
參
拜
も
行
は
れ
た
が
中
國
等
よ
り
の
抗
議
は
な
く
、
昭
和
六
十
年
八
月
の
中

曾
根
首
相
の
參
拜
を
機
と
し
て
國
際
的
問
題
と
な
つ
た
こ
と
は
理
解
し
難
い
所
で
あ
る
が
、
專
ら
中
國
側
の
國

内
的
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
か
つ
た
か
。
と
も
あ
れ
、 
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第
三 

日
本
國
憲
法
に
つ
い
て 

戰
後
四
十
年
の
我
國
の
歷
史
は
、
同
時
に
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
公
布
以
來
の
日
本
國
憲
法
の
歷
史

で
も
あ
つ
た
。 

４ 
中
國
等
の
意
嚮
に
關
は
ら
ず
戰
犯
が
祭
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
は
公
式
參
拜
を
し
な
い
の
か
。 

８ 

諸
外
國
よ
り
の
國
賓
等
の
表
敬
を
受
け
得
る
靖
國
神
社
で
あ
る
た
め
に
も
、
同
神
社
を
、
宗
敎
法
人
よ
り

除
外
し
て
「
國
家
慰
靈
法
人
（
假
稱
）
」
等
の
新
立
法
を
以
つ
て
し
、
仍
つ
て
、
天
皇
陛
下
を
は
じ
め
皇
族
、

首
相
以
下
総
て
の
公
人
の
正
式
參
拜
の
道
を
開
き
、
又
普
く
國
民
の
崇
敬
を
得
る
や
う
對
處
さ
れ
る
べ
き
と

信
ず
る
。
政
府
の
所
見
如
何
。 

６ 

Ａ
級
職
犯
を
分
祀
し
た
ら
次
に
Ｂ
・
Ｃ
級
戰
犯
の
合
祀
に
つ
い
て
の
非
難
が
起
き
な
い
と
思
ふ
の
か
。 

７ 

憲
法
と
靖
國
神
社
に
關
す
る
政
府
の
公
式
見
解
を
整
理
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

５ 

私
人
と
し
て
の
參
拜
は
考
へ
て
ゐ
る
か
。 

一
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然
も
そ
の
由
來
す
る
と
こ
ろ
は
占
領
軍
の
強
制
的
助
言
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
に
至
つ

て

之
を

見
れ

ば

、
そ
の
功
罪
必
ず
し
も
定
ま
ら
ず
、
國
論
の
激
し
く
二
分
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
第
九
條
、
第
二
十

條
及
び
第
八
十
九
條
等
の
解
釋
に
至
つ
て
は
、
學
界
、
政
界
悉
く
そ
の
見
解
を
異
に
し
、
政
府
ま
た
百
年
不
易

の
定
見
を
示
す
に
至
つ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
事
は
國
政
運
用
上
、
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
國
民
も
亦
、
そ
の
向
ふ
處

を
誤
る
虞
れ
な
し
と
し
な
い
。 

就
い
て
は
こ
の
際
、
政
府
は
速
か
に
次
の
事
を
明
確
に
し
て
國
民
の
不
安
を
除
き
、
國
家
の
將
來
を
安
定
す

べ
き
で
あ
る
。 

２ 

前
記
第
九
條
、
第
二
十
條
及
び
第
八
十
九
條
に
つ
い
て
明
確
な
る
政
府
の
解
釋
を
示
さ
れ
た
い
。 

１ 

政
府
は
日
本
國
憲
法
を
將
來
と
も
に
此
の
儘
で
よ
し
と
す
る
か
、
或
い
は
改
正
を
意
圖
し
て
ゐ
る
か
。 

即
ち
此
の
憲
法
は
、
法
手
續
と
し
て
は
明
治
二
十
二
年
制
定
の
「
大
日
本
帝
國
憲
法
」
の
改
正
で
あ
つ
た
が
、

實
質
的
に
は
敗
戰
に
よ
る
革
命
的
變
革
た
る
新
憲
法
の
制
定
で
あ
つ
た
。 
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第
四 
大
東
亞
戰
爭
及
び
滿
洲
事
變
・
支
那
事
變
に
つ
い
て 

我
國
が
將
來
の
進
路
を
想
定
す
る
上
に
お
い
て
、
大
東
亞
戰
爭
及
び
滿
洲
・
支
那
兩
事
變
の
歷
史
的
意
義
を

正
し
く
把
握
し
、
而
も
國
民
が
廣
く
そ
の
理
解
を
一
に
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
爲
に

は
歷
史
的
事
實
を
正
視
し
、
且
つ
當
時
の
先
人
が
事
に
處
し
た
志
を
虚
心
に
顧
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
有
史
以

來
初
め
て
敗
戰
を
體
驗
し
た
日
本
及
び
日
本
人
は
、
自
ら
の
國
家
と
そ
の
歷
史
に
自
信
と
誇
を
失
ひ
、
事
毎
に

内
部
對
立
と
對
外
追
從
を
繰
返
し
て
來
た
。
こ
ゝ
に
其
の
誤
り
を
正
す
た
め
史
實
を
回
顧
す
る
。 

○ 

滿
洲
事
攣
＝
東
京
裁
判
に
於
て
檢
察
側
・
辯
護
側
と
も
に
重
視
し
た
と
こ
ろ
の
國
際
聯
盟
派
遣
リ
ッ
ト
ン

調
査
團
の
報
告
書
に
は
、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
十
四
年
）
辛
亥
革
命
以
降
の
滿
洲
の
事
情
を
詳
述
し
た
後
、 

「

右

地
域
は
法
律
的
に
は
中
國
の
一
構
成
部
分
な
り
と
雖
も
本
紛
爭
の
根
柢
を
成
す
事
情
に
關

し

、
日

本

と 

直
接
交
渉
を
遂
ぐ
る
に
充
分
な
る
自
治
的
性
質
を
有
し
た
」
と
滿
洲
の
特
殊
性
を
認
め
、
更
に
柳
條
溝
（
湖
）

鐵
道
爆
破
事
件
に
つ
い
て
は
、「

現

地

に
あ
り
た
る
將
校
及
び
彼
等
自
身
は
自

衞

の

爲
め
行

動

し
つ
ゝ
あ
る 
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○ 

大
東
亞
戰
爭
＝
我
國
は
對
米
戰
を
回
避
す
る
た
め
有
り
と
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
た
。
昭
和
十
六
年
十
月
十

八
日
、
世
に
言
ふ
「
白
紙
還
元
の
御
諚
」
に
よ
り
、
東
條
内
閣
は
、
統
帥
部
の
開
戰
論
を
抑
へ
、
來
栖
大
使
を

特
派
し
て
改
め
て
「
乙
案
」
を
示
し
譲
歩
し
た
。
ま
た
衆
議
院
は
「
國
策
完
遂
に
關
す
る
決
議
」
を
全
會
一
致
で 

○ 

支
那
事
變
＝
世
に
言
ふ
「
蘆
溝
橋
の
一
發
」
に
つ
い
て
は
、
東
京
裁
判
に
於
て
は
日
本
軍
の
發
砲
と
の
立
證

は
遂
に
出
來
ず
、
日
本
側
證
人
の
陳
述
に
對
し
檢
察
の
反
對
訊
問
は
殆
ど
な
か
つ
た

。
（

こ

の
事
件
の
仕
掛

人
が
當
時
の
中
國
共
産
黨
で
あ
る
こ
と
を
示
す
新
資
料
も
、
す
で
に
我
國
に
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
。
）
當
時
北
方

に
脅
威
を
感
じ
て
ゐ
た
我
國
は
中
國
と
の
戰
爭
を
極
力
避
け
た
か
つ
た
。
然
し
幾
度
か
の
平
和
交
渉
は
結
局

不
調
と
な
つ
た
。
近
衞
三
原
則
「
善
隣
友
好
、
共
同
防
共
、
經
濟
提
携
」
は
中
華
民
國
に
領
土
や
賠
償
を
求
め

ず
、
主
權
を
尊
重
し
、
治
外
法
權
を
廢
し
、
租
界
の
返
還
を
考
慮
す
る
等
と
し
た
が
、
帝
國
議
會
は
之
を
支

持
し
、
昭
和
十
五
年
三
月
七
日
、
三
原
則
を
批
判
し
た
齋

隆
夫
議
員
を
除
名
し
た
。 

も
の
と
思
惟
し
た
る
な
る
べ
し
と
の
想
定
は
、
全
然
あ
り
得
ざ
る
こ
と
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
ゐ
る
。 
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中
曾
根
首
相
は
昭
和
五
十
八
年
二
月
十
八
日
、
衆
議
院
豫
算
委
員
會
に
於
て
の
木
島
喜
兵
衞
委
員
へ

の

答

辯

、

同
六
十
一
年
九
月
三
日
、
共
同
通
信
社
加
盟
編
輯
局
長
會
議
の
席
上
の
發
言
、
及
び
同
年
同
月
十
六
日
、

衆
議
院
本
會
議
土
井
た
か
子
議
員
へ
の
答
辯
に
お
い
て
、
「
今
次
大
戰
、
就
中
、
中
國
と
の
戰
ひ
（
支
那
事
變
）

は
侵
略
戰
爭
で
あ
つ
た
」
と
受
け
取
れ
る
發
言
を
し
た
。 

以
上
は
史
實
で
あ
る
。
勿
論
歷
史
像
は
こ
れ
を
見
る
複
數
の
人
閒
の
眼
を
通
じ
て
構
築
せ
ら
れ
る
。
彼
我
視

點
を
異
に
す
れ
ば
、
別
の
見
方
が
ま
た
成
り
立
つ
で
あ
ら
う
。 

可
決
、
開
戰
を
政
府
に
迫
つ
た
が
、
内
閣
は
更
に
交
渉
妥
結
に
力
め
た
。
然
る
に
米
國
は
十
一
月
二
十
六
日

「
ハ
ル
ノ
ー
ト
」
に
よ
つ
て
最
後
通
告
を
表
明
、
我
國
は
自
存
自
衞
の
た
め
武
力
を
以
つ
て
血
路
を
開
く
以
外   

し
か
し
我
國
民
に
少
く
と
も
、
之
等
の
客
觀
的
史
實
に
就
て
確
乎
た
る
認
識
を
持
た
す
べ
き
で
あ
る
。 

遡
つ
て
昭
和
五
十
四
年
六
月
五
日
、
參
議
院
内
閣
委
員
會
に
お
け
る
大
平
首
相
の
答

辯

は
、「

Ａ
級
戦
犯

あ 

に
な
い
立
場
に
追
込
ま
れ
た
。 
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勿
論
、
前
述
の
戰
爭
等
に
つ
い
て
、
謙
虚
な
反
省
と
永
遠
の
平
和
を
希
求
す
る
誓
ひ
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
が
、
中
國
に
は
中
國
の
立
場
に
立
つ
た
意
見
、
米
英
そ
の
他
の
國
々
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
立
場
か

ら
の
主
張
が
あ
る
は
當
然
で
、

そ

れ

ら

が

相

互
に
無
理
な
く
完
全
に
一
致
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
り
、
我

國
に
も
亦
、
我
國
獨
自
の
立
場
、
我
國
の
志
に
基
く
認
識
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。 

ま
た
昭
和
四
十
七
年
九
月
「
日
中
共
同
聲
明
」
の
作
成
に
際
し
、
田
中
首
相
は
「
侵
略
」
の
字
句
の
插
入
を
求
め

る
周
中
國
首
相
と
激
論
し
て
峻
拒
し
、
「

戰
爭
を
通
じ
て
中
國
々
民
に
重
大
な
損
害
を
與
へ
た
事
に
つ
い
て
の

責
任
を
痛
感
し
深
く
反
省
す
る
」
と
の
文
言
で
合
意
し
た
。 

る
い
は
大
東
亜
戦
争
と
い
う
も
の
に
対
す
る
審
判
は
歷
史
が
い
た
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
私
は
考
え
て
お

り
ま
す
」
と
發
言
し
て
ゐ
る
。 

こ
ゝ
に
、
歷
代
三
首
相
の
發
言
に
於
け
る
大
東
亞
戰
爭
及
び
日
支
事
變
等
一
連
の
歷
史
に
對
す
る
認
識
の
相

違
は
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。 

二
一 

 



 

第
五 

領
土
問
題
に
つ
い
て 

我
國
が
聯
合
國
通
告
の
降
伏
條
件
に
同
意
し
て
、
大
本
營
が
全
軍
に
停
戰
命
令
を
發
し
て
の
ち
、
即
ち
昭
和

二
十
年
八
月
十
八
日
よ
り
九
月
三
日
ま
で
の
閒
に
、
當
時
な
ほ
有
效
で
あ
つ
た
日
ソ
中
立
條
約
を
ソ
ビ
エ
ト
聯

邦
は
一
方
的
に
破
棄
し
て
日
本
領
土
に
侵
攻
し
、
そ
の
結
果
齒
舞
・
色
丹
・
國
後
・
擇
捉
な
ど
北
方
領
土
を
侵 

抑
、
こ
の
「
大
東
亞
戰
爭
」
の
名
稱
は
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
二
日
閣
議
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
全
國
民

が
用
ゐ
て
疑
は
な
か
つ
た
も
の
を
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日
の
所
謂
「
神
道
指
令
」
に
よ
り
使
用
を
禁
じ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
當
該
指
令
は
講
和
條
約
の
發
效
を
以
つ
て
占
領
行
政
と
し
て
の
效
力
を
喪
失
し

た
の
で
あ
り
、
從
つ
て
こ
の
呼
稱
を
避
け
る
理
由
も
既
に
消
滅
し
て
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
が
所
見
如
何
。 

か
ゝ
る
意
味
に
お
い
て
、
前
記
三
首
相
の
發
言
を
總
括
し
て
政
府
の
「
大
東
亞
戰
爭
及
び
滿
洲
事
變
・
支
那
事

變
な
ど
」
に
關
す
る
、
最
終
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

併
せ
て
「
大
東
亞
戰
爭
」
の
呼
稱
を
正
式
名
稱
と
し
て
認
め
る
か
否
か
を
問
ふ
。 

二
二 

 



 

こ
の
こ
と
は
地
理
學
的
に
も
、
歷
史
的
經
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
而
も
ソ
聯

は
こ
の
講
和
條
約
に
調
印

し
て
お
ら
ず
、
之
を
據
り
處
と
し
て
主
張
す
る
資
格
は
な
い
。 

サ
ハ
リ
ン
の
一
部
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
諸
島
」
の
權
利
を
抛
棄
す
る
（
第
二
條
の
Ｃ
主
旨
）
旨
記
さ
れ
て
ゐ 

而
も
、
そ
の
後
度
重
ね
て
の
我
國
の
返
還
要
求
に
對
し
て
ソ
聯

は
「
領
土
問
題
は
解
決
ず
み
」
と
の
態
度
を

變
へ
て
ゐ
な
い
。 

る
。
而
し
て
前
記
四
島
は
我
國
が
抛
棄
し
た
ク
リ
ル
ア
イ
ラ
ン
ズ
と
呼
ば
れ
る
地
區
に
は
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
。 

ソ
聯
邦
は
、
こ
の
主
張
の
根
據
は
昭
和
二
十
六
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
條
約
に
あ
る
と
し

て

ゐ

る

が

、
そ
の
條
文
に
は
、 

略
占
領
し
た
。 

「
ク

リ

ル
ア
イ
ラ
ン
ズ
竝
に
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
條
約
の
結
果
と
し
て
主
權
を

獲

得

し

た 

斯
く
て
こ
れ
ら
所
謂
北
方
四
島
が
我
國
の
本
來
固
有
の
領
土
た
る
こ
と
は
、
國
際
法
的
に
も
、
ま
た
幾
多
の 

二
三 

 



 

一
方
ア
メ
リ
カ
は
昭
和
四
十
七
年
、
沖
繩
の
返
還
を
平
和
的
に
實
行
し
た
。
政
府
は
速
か
に
ソ
聯

が
之
に

倣
ふ
や
う
強
力
に
主
張
す
べ
き
で
あ
る
。 

２ 

前
記
講
和
條
約
第
二
條
に
對
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
主
張
し
得
る
領
土
の
範
圍
を
具
體
的
に 

１ 

ソ
聯

の
北
方
領
土
占
領
は
國
際
法
上
不
當
不
正
な
侵
略
と
認
め
る
か
。 

即
ち
、
ソ
聯

の
こ
の
北
方
領
土
占
領
と
返
還
の
拒
否
は
國
際
平
和
と
正
義
の
理
念
に
挑
戰
す
る
行
爲
で
あ

り
、
断
じ
て
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。 

就
て
は
、
今
こ
そ
政
府
が
明
確
な
見
解
を
内
外
に
示
し
て
返
還
の
早
期
實
現
を
圖
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
爲

に
、
次
の
諸
點
に
就
て
所
見
を
示
さ
れ
た
い
。 

然
る
に
最
近
、
齒
舞
・
色
丹
兩
島
の
返
還
を
以
つ
て
足
る
と
す
る
意
見
が
巷
閒
に
浮
上
し
て
來
た
。
之
は
誠

に
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
國
論
必
ず
し
も
統
一
を
見
て
ゐ
な
い
現
状
は
殘
念
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

史
實
に
照
し
て
も
疑
ふ
餘
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

二
四 

 



 

そ
の
原
點
は
誓
つ
て
我
國
近
代
の
歷
史
を
正
し
、
祖
先
々
人
の
營
々
た
る
勞
苦
と
そ
の
志
を
顯
彰
し
て
、
我
等

が
今
日
の
生
の
位
置
を
再
發
見
し
確
認
し
て
、
之
を
後
世
子
孫
に
傳
承
す
る
に
あ
つ
て
、
苟
も
特
定
の
主
義
や
利

害
を
代
理
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

不
肖

幸
に
神
佛
の
加
護
に
よ
り
得
難
き
生
を
こ
の
日
本
國
に
享
け
、
な
か
な
か
に
遭
ひ
難
き
至
福
の
盛
代
に
遭
ふ
も
、 

４ 

所
謂
二
島
返
還
論
を
如
何
に
見
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

以
上
、
戰
後
政
治
の
反
省
と
所
謂
戰
後
問
題
に
就
き
政
府
の
見
解
を
問
ふ
。 

６ 

北
方
領
土
返
還
等
に
つ
い
て
の
主
張
を
、
國
聯
な
ど
を
通
じ
國
際
輿
論
に
訴
へ
る
べ
く
策
定
さ
れ
る
用
意

が
あ
る
か
。 

３ 

今
後
の
返
還
運
動
の
具
體
的
方
針
と
そ
の
日
程
を
示
さ
れ
た
い
。 

５ 

竹
島
・
尖
閣
列
島
等
の
領
有
権
に
つ
い
て
の
政
府
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

明
示
さ
れ
た
い
。 

二
五 

 



 

 

二
六 

顧
み
れ
ば
昭
和
初
期
の
動
亂
の
相
を
紅
顔
の
眼
底
に
刻
み
、
大
戰
の
傷
痍
を
壯
佼
の
六
骸
に
受
け
、
而
も
生
き
存

へ
て
戰
後
復
興
ハ
の
激
流
に
精
魄
を
曝
し
既
に
既
に
六
十
有
二
歳
。 

思
へ
ば
敗
戰
の
日
の
死
灰
復
然
の
誓
ひ
、
永
遠
平
和
の
希
求
は
眇
と
し
て
昨
日
の
如
く
、

國
未
曾
有
の
繁
榮

と
萬
民
の
福
祉
は
今
日
の
も
の
、
然
し
靜
か
に
脚
下
を
照
顧
す
れ
ば
群
生
の
道
義
荒
廢
し
、
國
論
定
ま
ら
ず
、
廟

堂
も
衆
庶
も
徒
ら
に
目
前
の
營
利
貨
殖
に
眩
惑
さ
れ
、
民
族
百
年
の
理
想
を
忘
失
し
て
ゐ
る
現
状
は
實
に
憂
憤
痛

嘆
に
耐
へ
ず
、
こ
ゝ
に
昔
日
の
國
難
に
殉
じ
た
萬
骨
の
尊
靈
に
代
り
、
政
府
の
明
斷
を
求
め
て
。 

右
質
問
す
る
。 


